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放射能汚染水はなぜ流してはならないか 元京都大助教  小出 裕章 
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1.3 ミリシーベルト/3 か月（5.2 ミリシーベルト/年）を超える場所は放射線管理区域

（0.6μSv/h を超える場所） 

普通の人は入ってはいけない。「放射線業務従事者」だけが立ち入れるが、その人

たちも飲食が禁じられる。 

そこで寝てはいけないし、トイレもない。そこでは常に作業環境の放射線測定が義務

付けられる。 

そこから物を持ち出すときは放射能で汚れた物（4 万 Bq/㎡を超える物）は持ち出し

てはいけない。 

 

 
その仕事に携わり、給料をもらう大人。 

20 ミリシーベルト/年まで被曝を我慢させられる。 

常に被曝を測定する線量計を携帯する。 

被曝手帳を持って被曝を管理する。定期的な健康診断を受ける。 

もし、１年間平均で５ミリ―ベルトを超えた被ばくをし、白血病などになれば、労災

が認定される。 

 

 

フクシマ事故では、「放射線管理区域」に指定しなければならない放射能汚染地

に子どもを含め普通の人達が棄てられ、ごく普通の日常生活を送ることを余儀なくさ

れている。彼らは給料をもらうわけででもなく、何の利益もない。 

放射線感受性の高い子どもたちも、放射線業務従事者に許した基準まで被曝させ

られる。 

もともと希薄なモニタリングポストも撤去されようとしてきた。 

被曝手帳もなく、どれだけ被曝したかも知ることができない。 

制度としての定期的な健康診断もさせてもらえない。 

どんな病気になっても、労災は認められないし、因果関係も否定され、何の補償も

得られない 

放射線管理区域 

放射線業務従事者 

フクシマ事故被害者 
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経済産業省 資源エネルギー庁 「復興と廃炉」に向けて進む、処理水の安全・安心な処分②～「二次処理」と処理水が含む「そ

のほかの核種」とは？ ２０２１－０６－０７ 

 

本来は「放射線管理区域」として外界と遮断されていなければなら

ない原子炉建屋に地下水が流れ込み続けている。 
 

汚染水対策の状況-廃炉プロジェクト｜廃炉作業の状況｜東京電力ホールディングス株式会社 

https://www.tepco.co.jp/decommission/progress/watermanagement/
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福島の事故で熔け落ちた燃料は約２5０トン、それに含まれている

トリチウムの量は、約3.4ペタベクレル。(ペタは1000兆倍の意味) 

一方、日本では原発の使用済み燃料はすべて再処理すると決めら

れている。福島原発が事故を起こさなければ、使用済み燃料にな

った段階で再処理工場へ送られる予定だった。 

再処理とは使用済み燃料を高温の濃硝酸に溶かして、プルトニウ

ムを分離する作業である。その過程でトリチウムは全量が水に移

り、環境に放出される。 

六ヶ所村に計画されている再処理工場がもし運転を始めれば、１年

間に８００トンの使用済み燃料を処理し、毎年１８ペタベクレルの

トリチウムを環境に放出することで原子力が成り立っている。 

もし、福島のトリチウムを海に流してはいけないということになれば

、再処理工場の運転もできなくなり、日本の原子力は崩壊する。その

ため、漁民がどんなに反対しようが、世界の国がどんなに抗議しよう

が、日本というこの国は放射能汚染水を海に流す。（もちろん、私が

それを是としているわけではない。） 
 

原子力にしがみつく日本は、フクシマの放

射能汚染水を海に流す以外にない 

柚
木
ミ
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